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要旨 

 
 我が国の税制改革論議の中で、消費税増税とともに、法人課税が

国際的に見て負担が重いとの議論がある。しかし、消費税の増税と

法人税の減税という政策パッケージは政治的に受け入れられないと

の見通しもある。この背景には、消費税は主に消費者が負担し、法

人税は主に法人（関係者）が負担するとの直感があるが、これは法

人税と消費税の転嫁と帰着の問題であり、学術的な研究の裏づけが

明確に示されないまま主張が展開されているように思われる。こう

した現状から、本稿では法人税負担の転嫁と帰着について、客観的

な分析を可能にする動学的一般均衡理論を構築した上で、シミュレ

ーション分析を試みた。本稿で採用したパラメータの値の下では、

法人税の負担は、短期的（１年目）には約 10～ 20％が労働所得に帰

着し、約 80～ 90％が資本所得に帰着するが、時間が経つにつれて労

働所得に帰着する割合が高まり、長期的には 100％労働所得に帰着

することが示された。また、資本分配率、割引率、資本減耗率など

によって、法人税負担の帰着の時間的経過が影響を受けることも示

された。  
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１．はじめに 
 我が国の税制改革論議の中で、消費税増税が議論されるとともに、我が国の

法人課税が国際的に見て負担が重いとの議論がある。その議論の中で、消費税

の増税と法人税の減税という政策パッケージは政治的に受け入れられないとの

見通しもある。その背景には、消費税は主に消費者が負担し、法人税は主に法

人（関係者）が負担するとの直感がある。しかし、これは法人税と消費税の転

嫁と帰着の問題であるが、学術的な研究の裏づけが明確に示されないまま主張

が展開されているように思われる。 
 こうした現状から、今後の税制改革、特に法人税減税および消費税増税を議

論する上で、その税負担の転嫁と帰着について、客観的な分析結果を提示する

必要があると考えた。それを、分析可能にする理論的枠組みを構築した上で、

シミュレーション分析を試みることで明らかにしようとするものである。 
 これまで、租税の転嫁と帰着に関する分析は、Harberger (1962)らの先駆的

な研究に端を発し、それを静学的分析から異時点間の資源配分も考慮した動学

的分析に発展させて今日に至っている。理論的な分析としては、Feldstein 
(1974)等で提起された定常状態における租税の帰着に関する動学的分析があり、

これが Turnovsky (1995)で取り上げられている。ただし、この分析は、定常状

態における租税の帰着にとどまっている。Turnovsky (1995)における考察も、

税率変化の影響に関する移行過程については記述的に言及するにとどまってい

る。 
 翻って、我が国のデータに基づいた租税の転嫁と帰着に関する分析をみると、

近年あまり行われていない。他方、我が国における税制改革に関する分析は、

消費税導入前の 1980 年代後半にシミュレーション分析が興隆し、1990 年代中

葉の税制改正時にも若干の分析が行われたものの、近年ではごく少数しか行わ

れていない。また、既存の税制改革のシミュレーション分析は、税制改革に伴

う各経済主体の利害得失が主な焦点で、法人税の負担の転嫁と帰着については

必ずしも明確には示されていない。 
 本稿では、こうした先行研究の流れをくみつつ、法人税負担の転嫁と帰着に

焦点を当てて、我が国の税制やマクロデータを踏まえて分析する。特に、法人

税の転嫁と帰着に関する先行研究は、静学的な分析にとどまり、現在から将来

にかけて転嫁と帰着を明らかにするには、それが扱える動学モデルで考察する

必要がある。動学モデルに基づいた分析を行うことで、一時点における租税負

担の帰着を分析するだけでなく、現在と将来の異時点間の資源配分を考慮した
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租税負担の帰着を分析できる。また、税率変化に伴う移行過程を動学モデルに

即して数値解析で明らかにすることも、本稿の特徴の一つといえよう。 
 
 
２．分析の枠組み 
２．１ 各経済主体の行動 

 ２節では、分析に用いる理論モデルを説明する。後述する数値解析を行う便

宜上、離散時間モデルを採用する。多数存在する家計を代表して、代表的家計

の行動を記述しよう。代表的家計は無限期間生き、毎期、私的財の消費、余暇

（利用可能な時間のうち労働供給しない時間）から効用を得る。その毎期の効

用を割引現在価値化した生涯効用を最大化するように、毎期の私的財の消費、

余暇を決める。また、この経済における家計は同質的であり、家計の人口は毎

期一定で１とする。 
 私的財の価格を１（ニューメレール）とし、家計はこの経済でのあらゆる価

格に対してプライス・テイカーであるとする。そして、簡単化のため、この経

済は閉鎖経済とする。 
 代表的家計の生涯効用関数は、次のように表される。 

 
1

( , )t
t t

t
U c lρ

∞

=
∑    1 > ρ > 0   

  ただし、Uc > 0, Ucc < 0, Ul < 0, Ull < 0, Ucl < 0 
ct：実質私的財消費量、lt：労働投入量、ρ：家計の主観的割引要素（毎

期一定） 
 代表的家計の予算制約式は、 
 1 (1 ) (1 ) (1 ) (1 )δ τ τ τ+ = − + − + − − + +t t W t t R t t C t tk k w l r k c T   (1) 

と表せる。ここで、kt：資本ストック残高（期初）、wt：賃金、δ：資本減耗率（0≤ 
δ ≤ 1：毎期一定）、rt：利子率、τC：消費税率、τW：労働所得税率、τR：利子所

得税率、Tt：政府からの一括固定給付である。 
 この理論モデルの当初時点である０時点での初期条件は、 

 k0 = k  

であるとする。 
 ここで、完全予見であると仮定する。このとき、代表的家計にとって、{ct, lt, kt }
が選択できる状況での家計の生涯効用最大化は、 
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 max  
1

( , )t
t t

t
U c lρ

∞

=
∑  

 s.t.  (1) 
 wt, rt, τW, τR, τC, Ttは所与 
と表される。また、効用最大化条件（μt：ラグランジュ乗数）は、 
 Uct ≤ (1 + τC)μt       (2) 
 ct{Uct – (1 + τC)μt} = 0 
 Ult ≤ – wt(1 – τW)μt      (3) 
 lt{Ult + wt(1 – τW)μt} = 0 

 rt(1 – τR) – δ ≤ 1 1t

t

μ
ρμ

− −       (4) 

 kt{rt(1 – τR) – δ – 1 1t

t

μ
ρμ

− + } = 0 

が成り立つ。 
 ここで、(2)式は、消費の限界効用、(3)式は労働の限界不効用である。(4)式に

おける右辺は、消費の収益率 

 θt ≡ 1 1t

t

μ
ρμ

− −  

と定義されるものである。また、横断性条件は、 
 

∞→t
lim μtktρ t = 0 

と表される。 
 次に、代表的企業は、以下のような生産関数（１次同次関数を仮定） 
 yt = F(kt, lt) 
 ただし、Fl > 0, Fll < 0, Fk > 0, Fkk < 0 

yt：実質生産量、kt：実質資本投入量 
に基づいて生産活動を行っているとする。そこで、生産関数の１次同次性の仮

定より、 

 F(kt, lt) = F(
kt
l t

, 1)lt ≡ f(
kt
l t

)lt  f ’(
kt
l t

) > 0, f”(
kt
l t

) < 0 

と表せるとする。そして、 

 Fk(kt, lt) = f’(
kt
l t

) 

 Fl(kt, lt) = f(
kt
l t

) – 
kt
l t

f ’(
kt
l t

) 

となる。また、生産関数は、稲田条件を満たすとする。 
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 ｔ期における企業の税引後純利潤は、 
 yt – wtlt – rt kt – τF[yt – wtlt]     (8) 
ただし、τF：法人税率 
と表せる。 
 以上より、代表的企業の利潤最大化条件は 
 Flt = wt        (9) 
 rt = (1 – τF)Fkt       (10) 
となる。 
 政府は、法人税、労働所得税、利子所得税、消費税を徴収し、政府支出を行

う。公債発行は行わないと仮定する。このとき、政府の予算制約式は、 
 τ τ τ+ +W t t R t t C tw l r k c + τF[yt – wtlt] = Tt    (11) 

と表せる。 
 
２－２．完全予見均衡 
 そこで、これらの各経済主体の行動の結果として、{ct, lt, kt}の３変数が内生変

数となり、{Tt, τR, τW, τC, τF}を外生変数2とする完全予見均衡は、 

 
Ul(ct, lt)
Uc(ct, lt) = – 

1 – τW

1 + τC
 Fl(kt, lt)     (12) 

 ρ{1 + rt(1 – τR) – δ} = 1 1( , )
( , )

c t t

c t t

U c l
U c l

− −     (13) 

 1 (1 ) (1 ) (1 )(1 ) (1 )δ τ τ τ τ+ = − + − + − − − + +t t W lt t R F kt t C t tk k F l F k c T  (14) 

として表される。 
 
２－３．定常状態 
 さらに、この経済の長期的な均衡として、 1t tc c c+ = = , 1t tk k k+ = = , 1t tl l l+ = = を

満たす定常状態を考えよう。定常状態において、この経済では下記の条件が成

り立つ。 
 (1 ) ( , ) ( , )(1 ) ( , ) 0C l l W cU c l F k l U c lτ τ+ + − =     (15) 

 ρ{1 + r (1 – τR) – δ} = 1      (16) 
 (1 ) ( , ) (1 )(1 ) ( , ) (1 )δ τ τ τ τ= − + − − − + +W l R F k Ck F k l l F k l k c T   (17) 

が成り立つ。この定常状態で、モデルの内生変数{c, l, k}が、(15)～(17)式によっ

て決まる。 

                                                  
2 これらの外生変数は、政府の予算制約式(11)を満たすように決められると仮定する。 
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 この均衡体系を基に、定常状態において税率を変化させたときの法人税の帰

着の分析を試みる。 
 
２－４．関数の特定化 
 そこで、(12)～(14)式の体系について、定量的に分析するため、関数を特定化

しよう。まず、効用関数は、日本経済のマクロ分析を行った Hayashi and 
Prescott (2002)に従い、民間消費と余暇（労働供給）が加法分離的となる関数

型 

 
1

1( , )
1

t
t t t

cU c l l
ω

ηα
ω

−
+= −

−
 

と特定化する。ただし、Hayashi and Prescott (2002)では、ω = 1、η = 0 と仮

定した 
 ( , ) lnt t t tU c l c lα= −  

としている。ここでは、これをより一般的な関数型にして、パラメータの変化

が結果にどう影響するかを検証する。また、生産関数は、コブ＝ダグラス型を

用い、 

 1
t t ty Ak lζ ζ−=   0 ≤ ζ ≤ 1 

と特定化する。 
 これらの関数形を、(12)～(14)式の体系に代入すると、 

 
1/

(1 ) (1 )
(1 )(1 )

W
t t t

C

Ac k l
ω ζ ζ η

ω ωτ ζ
α η τ

+
−⎧ ⎫− −

= ⎨ ⎬+ +⎩ ⎭
     (18) 

 ρ{1 + rt(1 – τR) – δ} =
1

t

t

c
c

ω

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (19) 

 1
1 (1 ) {(1 )(1 ) (1 )(1 ) } (1 )ζ ζδ τ ζ τ τ ζ τ−
+ = − + − − + − − − + +t t W R F t t C t tk k Ak l c T  

         (20) 
となる。上記の式は、(18)式が(12)式に、(19)式が(13)式に、(20)式に(14)式にそ

れぞれ対応している。ここで、(20)式において、政府支出 T は外生的に一定と与

えられるとする。 
 この連立方程式体系は、定常状態において次のように表される。 
 ρ{1 + r(1 – τR) – δ} = 1      (19)’ 

 
1/

(1 ) (1 )
(1 )(1 )

W

C

Ac k l
ω ζ ζ η

ω ωτ ζ
α η τ

+
−⎧ ⎫− −

= ⎨ ⎬+ +⎩ ⎭
     (18)’ 

 1{(1 )(1 ) (1 )(1 ) } (1 )ζ ζδ τ ζ τ τ ζ τ−= − − + − − − + +W R F Ck Ak l c T  (20)’ 
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となる。これらの方程式から、定常状態における内生変数の３変数は、次のよ

うに求められる。まず、(19)’式から、 

 (1 )
1
ρ ρ δ
τ

− −
=

− R

r       (21) 

が決まる。次に、(10)式に従い、 

 
1

1(1 ) ζτ ζ −−⎧ ⎫= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

F Ak
l r

 

が求められる。そして、(9)式に従い、 

 (1 )
ζ

ζ ⎛ ⎞= − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

kw A
l

      (22) 

が求められる。そこで、(20)’式の両辺を l で割って変形すると、 

 1 {(1 )(1 ) (1 )(1 ) }
1

ζ

τ ζ τ τ ζ δ
τ

⎡ ⎤⎛ ⎞= − − + − − −⎢ ⎥⎜ ⎟+ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
W r F

C

c k kA
l l l

  (23) 

が求められる。そして、(18)’式は、 

 

1

(1 ) (1 )
(1 )(1 )

W

C

Ac k l
l l

ζ
ω ηω ω
ωτ ζ

α η τ

+
−⎧ ⎫− − ⎛ ⎞= ⎨ ⎬ ⎜ ⎟+ + ⎝ ⎠⎩ ⎭

    (18)” 

と表せるから、(18)式と(23)式より、 

   

1
1 1

1

( 1)

{(1 )(1 ) (1 )(1 ) } (1 ) (1 )
1 1

(1 ) (1 ) (1 )
(1 )(1 )

W r F F F

C C

W F

C

A A Al
r r

A A
r

ζ
ζ ζ

ω
ζ ω η

ω ζ ω

τ ζ τ τ ζ τ ζ τ ζδ
τ τ

τ ζ τ ζ
α η τ

− −

−
+−

−

⎡⎛ ⎞− − + − − − −⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎢⎜ ⎟= −⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢⎜ ⎟+ +⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎢⎝ ⎠⎣

⎤
⎧ ⎫− − −⎧ ⎫ ⎥×⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎥+ + ⎩ ⎭⎩ ⎭ ⎥⎦

 

         (24) 
が決まる。よって、 

 ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

kk l
l

 

 ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

cc l
l

 

がそれぞれ決まる。 
 
 
２－５．数値解析 
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 以上の理論モデルに基づいて、数値解析を行う。ここで、先に特定化した関

数におけるパラメータの値と、政策変数の値について設定しよう。変数の値の

設定は、表１の通りである。本稿の分析では四半期ベースとし、１期は１四半

期を意味する。ここで、ζ ＝0.362、ρ = 0.993945231（＝(0.976)1/4）, α =0.34325 （＝

1.373/40）, δ = 0.021543747（＝(1+0.089)1/4-1）, ω = 1, η = 0 は、Hayashi and 
Prescott (2002)で用いられたパラメータを採用しており、日本経済の状況に近

い値を設定している。生産関数の値は、定常状態の値が日本経済の状況に近い

値になるように設定した。税率については、日本の現状の税率に近似した値を

用いている。 
 これにより、このパラメータと、連立方程式体系(12)～(14)式を用いて移行過

程を描写し、表１に示された定常状態から政策変数を操作したときにどのよう

な経済効果が生じるかを分析できる基礎ができた。 
 
 

表１ 
数値解析のパラメータの値 

α 0.34325

ζ 0.362

ρ 0.9939452

δ 0.0215437

ω 1

η 0

A 1

τC 0.05

τF 0.3

τR 0.2

τW 0.15

 
 
 
２－６．法人税の帰着 
 そこで、前述の理論モデルを用いて、法人税率を引き上げたときの法人税の

帰着がどうなるかについて、定量的に分析しよう。 
 まず、租税の帰着について定義しよう。ここでは、Feldstein (1974)に従い、

労働所得に帰着された租税負担の割合を、 

 J = 
+

ldw
ldw kdr

       (25) 
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とする定義を採用する。そこで、法人税率τF を限界的に引き上げたときに労働

所得に帰着する租税負担 J はどのように変化するかを見よう。ただし、ここでは

法人税率τF を引き上げたときの税収の変化は、同年度の家計への一括固定給付

Ttを変化させる形で対応すると仮定する。 
 そこで、この式に基づいて、表１で示した定常状態から法人税率τF を限界的

に引き上げたときの J の変化を見よう。その効果の分析のために、前述した(12)
～(14)式からなる３変数{ct, lt, kt}の連立方程式体系で、定常状態の近傍で線形近

似したものを、法人税率τFの追加的な変化を含めて行列形式で表すと、 

 
1

1 1

1

τ
+

+ +

+

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= + Λ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

t t

t t Ft

t t

c c
M l N l

k k
 

となる。行列 M, N, Λは、連立方程式体系におけるそれぞれの変数のヤコビ行列

である。次に、この式を 

 
1

1 1
1 1

1

τ
+

− −
+ +

+

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − Λ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

t t

t t Ft

t t

c c
l N M l N
k k

 

と変形して、行列 N-1M≡L を固有値分解する。この固有値分解により、L = PV-1P-1

と表せるとする。ただし、ここで行列 V は、固有値を対角要素に持つ行列であ

る。ここで、Blanchard and Kahn (1980)に従い、行列 V の対角要素にある固

有値のうち、１より大きい固有値の部分を vA、１より小さい固有値の部分を vB

とする。すなわち、 

 
0

0
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v
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と表せるとする。いま、行列 Q ≡ P-1 とすると、先の式は 

 
1

1 1
1 1

1

τ
+

− −
+ +

+

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − Λ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

t t

t t Ft

t t

c c
l Q VQ l N
k k

 

 
1

1
1 1

1

τ
+

−
+ +

+

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⇔ = + Λ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

t t

t t Ft

t t

c c
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と変形できる。ここで、行列 Q も行列 V に対応して、 

 A B

C D

Q Q
Q

Q Q
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦
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と表せるとする。 
 この連立方程式体系で、追加的に変化させる政策変数の部分を無視したとこ

ろで、固有値が１より小さい部分にかかる変数が発散しないと仮定する。また、

この連立方程式体系で、唯一の解を持つためには、Blanchard and Kahn (1980)
より、ジャンプ変数と同じ数の固有値が１より大きくなければならないことに

考慮する。このとき、 

 10 −⎡ ⎤ ⎡ ⎤
+ = ⇔ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
t t

A t B t A B
t t

c c
Q k Q k Q Q

l l
    (26) 

を満たすと仮定する。 
 この仮定が成り立つとき、この連立方程式体系で、再び追加的に変化させる

政策変数の部分を考慮に入れて、状態変数（qt, kt）について、 

 1
1 1

1

{ } τ+
+ +

+

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
+ = + + Γ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
t t

B C t D C t D B Ft
t t

c c
v Q k Q Q k Q

l l
 

 11 1
1

1

{ } { } τ+− −
+

+

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⇔ − = − +Γ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
t t

B D C A B D C A B B Ft
t t

c c
v Q Q Q Q Q Q Q Q

l l
 

1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

{ } { } { } τ+ − − − − − − −
+

+

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⇔ = − − + − Γ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
t t

D C A B B D C A B D C A B B B Ft
t t

c c
Q Q Q Q v Q Q Q Q Q Q Q Q v

l l
 

         (27) 
と表せる。ただし、行列Γ ≡ QN-1Λとし、その要素を行列 V に対応して 

 A

B

Γ⎡ ⎤
Γ = ⎢ ⎥Γ⎣ ⎦

 

と表すものとする。 
 こうして、(26), (27)式を用いて、(25)式で定義された法人税が労働所得に帰着

された度合 J が計算できる。いま１期目に法人税率を現行税率の 1%相当分（す

なわち 0.3%ポイント）引き上げたとき、法人税が労働所得に帰着された度合 J
は、図１のようになる。ただし、法人税率を引き上げた際の税収の変化は、全

て家計への一括固定給付で調整し、他の税率や政府支出や公債発行などには影

響しない状況を想定している。 
 図１によると、本稿で採用したパラメータの値の下では、法人税の負担は、

短期的（１期目）には 6.2％が労働所得に帰着し、93.8％が資本所得に帰着し、

１年程度（４期目）のうちに 20％以下が労働所得に帰着し、80％以上が資本所

得に帰着するが、時間が経つにつれて労働所得に帰着する割合が高まり、長期

的には 100％が労働所得に帰着することが示された。この性質については、
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Turnovsky (1995)でも指摘されている。 
 その理由は、法人税率が変化しても、短期的には影響を受けるが、長期的に

みれば、同じ利子率（(21)式）に収束する。この利子率は法人税率に依存しない。

他方、賃金率 w は、資本労働比率（k/l）に依存し、資本労働比率は法人税率に

影響を受ける。特に、法人税率が上昇すると賃金率は低下する。これが、まさ

に法人税が労働所得に帰着する原因となる。したがって、法人税の負担は、長

期では、資本所得に一切帰着せず、全て労働所得に帰着する。 
 
２－７．パラメータの変化と法人税の帰着 
 では、標準ケースとして設定したパラメータの値が変化したとき、法人税の

帰着はどうなるだろうか。前述のように、長期的には労働所得に帰着するから、

ここでは労働所得に帰着する時間的経過を見てみよう。つまり、あるパラメー

タの値が変化したとき（それにより定常状態自体が変化するが）、法人税率を引

上げる前の定常状態から、引上げた後の定常状態に移行する過程で、標準ケー

スより早期により多く労働所得に法人税負担が帰着するか、早期にはあまり労

働所得に帰着しないかを見よう。 
 まず、資本分配率に関するパラメータζ が、標準ケースよりも低く 0.25 であ

った場合を見たのが、図２である。これによると、法人税の負担は、短期的（１

期目）には 10.1％が労働所得に帰着し、89.9％が資本所得に帰着し、１年程度（４

期目）のうちに 30％強が労働所得に帰着し、70％弱が資本所得に帰着する。他

方、ζ が標準ケースよりも高く 0.5 であった場合を見たのが、図３である。これ

によると、法人税の負担は、短期的（１期目）には 3.7％が労働所得に帰着し、

96.3％が資本所得に帰着し、１年程度（４期目）のうちに 10％強が労働所得に

帰着し、90％弱が資本所得に帰着する。 
 次に、資本減耗率に関するパラメータδ が、標準ケースよりも高く 0.05 であ

った場合を見たのが、図４である。これによると、法人税の負担は、短期的（１

期目）には 14.2％が労働所得に帰着し、85.8％が資本所得に帰着し、１年程度（４

期目）のうちに 40％強が労働所得に帰着し、60％弱が資本所得に帰着する。 
 また、割引率に関するパラメータρ が、標準ケースよりも低く 0.95 であった

場合を見たのが、図５である。これによると、法人税の負担は、短期的（１期

目）には 11.7％が労働所得に帰着し、88.3％が資本所得に帰着し、１年程度（４

期目）のうちに 40％弱が労働所得に帰着し、60％強が資本所得に帰着する。 
 最後に、効用関数に関するパラメータに関する分析を試みる。ηが、標準ケー

スよりも高く 0.5 であった場合を見たのが、図６である。ηが上昇すると労働の
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不効用の度合いが高まるため、(24)式より、標準ケースに比べて定常状態におい

て労働をより節約することから、法人税の負担は、短期的（１期目）には 21.3％
が労働所得に帰着し、78.7％が資本所得に帰着し、１年程度（４期目）のうちに

30％強が労働所得に帰着し、70％弱が資本所得に帰着する。その後、標準ケー

スと比較すると、法人税の負担が労働所得に帰着する割合は、16 期目（４年後）

までは標準ケースよりもη = 0.5 の場合の方が高いが、17 期目以降は標準ケース

の方が高くなる。ただ、長期的に見れば、いずれの場合もすべて労働所得に帰

着する点では同じである。 
 また、η = 0.5 としたまま、ωが標準ケースよりも低い 0.5 であった場合を見た

のが、図７である。これによると、法人税の負担は、短期的（１期目）には 31.7％
が労働所得に帰着し、68.3％が資本所得に帰着し、１年程度（４期目）のうちに

40％強が労働所得に帰着し、60％弱が資本所得に帰着する。同じη = 0.5 のとき

と比較可能にするため、ω = 1 である図６と比較すると、長期では法人税の負担

はすべて労働所得に帰着する点では同じだが、短期にはωが低い方がより早期に

労働所得により多く負担が帰着することが図７からわかる。 
 これらは、法人税率を引上げた場合についての分析であるが、法人税率を限

界的に引下げた場合も、ここで示されたものと同じ効果が得られることを確認

した。また、αや A など、ここで報告しなかったパラメータの値を変化させても、

標準ケースとほとんど同じ結果を得た。 
 このことから、法人税を引下げた場合には、その負担軽減は長期的には労働

所得に及ぶことが認められる。確かに、短期的には小さい割合しか恩恵が及ば

ない。しかし、長期的には、法人税率引下げにより、賃金率が上昇するため、

その恩恵はほとんど全てが労働所得に帰属するものとなる。 
 
 
３．まとめ 
 本稿では、法人税負担の転嫁と帰着について、動学的一般均衡モデルに基づ

いて、我が国の税制やマクロデータを踏まえて分析した。 
 本稿で採用したパラメータの値の下では、法人税の負担は、短期的（１年目）

には約 10～20％が労働所得に帰着し、約 80～90％が資本所得に帰着するが、時

間が経つにつれて労働所得に帰着する割合が高まり、長期的には 100％労働所得

に帰着することが示された。また、資本分配率、割引率、資本減耗率などによ

って、法人税負担の帰着の時間的経過が影響を受けることも示された。 
 この政策的含意は、我が国における法人税の負担は、相当多くの割合が労働
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所得に帰着していることである。しかも、時が経つにつれて労働所得により多

く帰着することになるということである。このことからみても、法人税を減税

することになれば、そのメリットはより多く労働所得に及ぶ（より具体的に言

えば労働の課税後所得が増加する）といえる。 
 さらに、本稿では、閉鎖経済モデルで分析した。しかし、実際の我が国の経

済や企業を取り巻く環境からすれば、国際経済の影響は無視できない。この点

は、本稿の理論モデルを開放経済モデルに拡張して分析することが考えられる。

また、近年発展が著しい内生的成長理論に基づけば、企業のイノベーションな

どのような企業の投資行動が経済成長や定常状態に与える影響を考慮できるモ

デルで、法人税の転嫁と帰着を考察することも、意義深いものがある。 
 これらについては、今後の課題としたい。 
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図 1 
法人税率τF を限界的に１％引き上げたときの 

労働所得に帰着する租税負担 J の変化 
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図２ 

法人税率τF を限界的に１％引き上げたときの 
労働所得に帰着する租税負担 J の変化 
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図３ 

法人税率τF を限界的に１％引き上げたときの 
労働所得に帰着する租税負担 J の変化 
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図４ 

法人税率τF を限界的に１％引き上げたときの 
労働所得に帰着する租税負担 J の変化 
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図５ 

法人税率τF を限界的に１％引き上げたときの 
労働所得に帰着する租税負担 J の変化 

δ＝0.05 のとき 
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図６ 

法人税率τF を限界的に１％引き上げたときの 
労働所得に帰着する租税負担 J の変化 

η＝0.5 のとき 
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図７ 

法人税率τF を限界的に１％引き上げたときの 
労働所得に帰着する租税負担 J の変化 

ω＝0.5, η＝0.5 のとき 
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